
第４期上天草市地域福祉計画・地域福祉活動計画(案)概要

基本目標１
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地域福祉計画は、地域における福祉施策を総合的に推進するため
の地域福祉計画（社会福祉法第107条）であり、市総合計画の部門
別計画として、福祉に関する各個別計画との整合や連携を図りなが
ら、本市の地域福祉の充実を目指すもので、SDGｓの視点も取り入
れた地域福祉計画と地域福祉活動計画を一体的に策定するものです。

地域福祉を推進するうえでは、地域でともに支え合う仕組みづくりが基本となりま
す。市民一人ひとりの助け合い、支え合う意識の醸成とともに、自治会等の地域活動
やボランティア活動の活性化とそれらの活動を支える人材を育成します。

計画期間 令和５年度～令和９年度

住み慣れた地域で安心して暮らせる支え合いのまち上天草

これまで、福祉サービス等の公的支援の基盤づくりが進められてきましたが、近年、複
数分野にわたる問題を抱えているケースや、既存の制度では対応しきれない狭間の問題が
発生するなど、地域福祉に対するニーズが複雑化・複合化し、生活困窮世帯への支援や災
害時の避難支援等の新たな社会問題も顕在化しており、また、国では「地域共生社会の実
現」に向けて、様々な取組みが推進されています。
このような状況を踏まえ、本市の地域福祉のさらなる推進を図るため、「第４期上天草

市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定するものです。

ともに助け合い、支え合うまちづくり

基本目標２

基本目標３

充実した福祉サービスのまちづくり

安心して暮らせるまちづくり

理念

福祉サービスを充実させていくためには、市民が多様な福祉ニーズや複合化する課
題に応じた適切な福祉サービスを選択でき、生涯を通して切れ目なく支援を受けられ
ることが重要となります。福祉サービスに関する情報提供を充実させるとともに、重
層的に相談できる体制と幅広い地域福祉ネットワークを構築します。

市民が安心して暮らしていくためには、住み慣れた地域で安全・安心に生活できる
環境が必要となります。防災対策をはじめ、交通、生活、防犯などの環境整備を図り
ながら、災害時の助け合いや市民一人ひとりの人権を尊重する人にやさしい地域を目
指します。

地域福祉の推進にあたっては、地域共生社会の実現に向け、個
人や家族でできることは自分で取組み（自助）、それでも解決で
きないことは隣近所、自治会等の地域組織や団体等が支え合い、
ともに助け合い（互助・共助）、さらに行政が公的サービスの提
供や支援を行うこと（公助）が必要となります。
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第１章 計画の基本的な考え方
第２章 本市の地域福祉の現状と課題
第３章 計画の基本構想（目指す姿）
第４章 地域福祉計画（施策の展開）
第５章 地域福祉活動計画（施策の展開）
第６章 計画の推進・進行管理
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（施策２）福祉意識の向上のための取組み
（施策３）福祉活動を担う人材の育成

（施策４）地域福祉ネットワークの構築
（施策５）地域における福祉サービスの充実
（施策６）相談体制と情報提供の充実

（施策７）災害時の安全・安心の仕組みづくり
（施策８）生活困窮者への支援
（施策９）市民一人ひとりの人権の尊重
（施策10）人にやさしいまちづくり
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地域福祉の現状と課題の確認にあたって、①本市の人口構造の
変化等の状況、②地域福祉に関する意識調査の結果、③地域座談
会の結果、④関係団体の状況、⑤第３期計画の取組評価を明らか
にしました。これらの状況を踏まえ、みえてきた課題をとりまと
め、本計画における施策、取組内容、活動内容に反映しています。

（出典 労働省資料）

本計画のＳＤＧｓ

地域共生社会の概念

４ ５（施策１）見守り・支え合いの仕組みづくり

健康福祉部福祉課
令 和 ５ 年 3 月


